
  

内閣官房が提示するフォーマットに沿った形での出勤者数の削減に関する実施状況の公

表をお願いするとともに、基本的対処方針が変更されたことを踏まえ、テレワークの活

用や休暇取得の促進等による「出勤者数の７割削減」をお願いするものです。 
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出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）について 

 

平素より大変お世話になっております。 

出勤者数の抑制については、これまでも各府省庁に対し、出勤者数の７割削減を目指す

テレワーク等の推進を依頼し、所管団体及び独立行政法人等にテレワーク等の実施や、出

勤者数の削減に関する実施状況の公表について呼びかけを行っていただいているところで

す。 

 

本日、８月８日から 31日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域

（以下、「重点措置区域」という。）に福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知

県、滋賀県及び熊本県が追加されました。 

 

全国の新規感染者数は、今週先週比が 2.09と急速な増加が続き、直近の１週間では 10

万人あたり約 59と過去最大の規模となっています。東京を中心とする首都圏だけでなく、

全国の多くの地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない

感染拡大が継続している状況です。 

 

こうした状況を踏まえ、各府省庁におかれましては、所管団体やその構成企業等及び独立

行政法人等に対し、以下の取組を行うよう働きかけをお願いいたします。 

 

記 

 

１. 緊急事態措置を実施すべき区域（以下、「緊急事態措置区域」という。）において、新型
コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月 28日新型コロナウイルス感

染症対策本部決定（令和３年８月５日変更）。以下、「基本的対処方針」という。）にて「職

場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）の活用や休

暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指す」とされていることについての周知・



  

呼びかけ。 

 

２．重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の

７割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤

が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていることについて

の周知・呼びかけ。 

 

３．緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務（テレワーク）、

時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組についての周知・呼びかけ。 

 

４．令和３年５月 12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」 

及び令和３年５月 27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマ

ット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団

体が HP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレ

ワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク

等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表するよう改めての周知・呼びか

け。 

 ※ ８月３日（火）時点の公表状況を見ると、登録数は 1006社となっており、上場

企業 3800社に対し公表企業の割合は 11.9%（453社）に止まるなど、全体的に更

なる取組が必要です。引き続き、公表の周知・呼びかけをお願いいたします。 

【問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室（総括班） 

担当者：多田、八重樫、上田、鈴木、阪本、坂本、山口、岩熊、倉本 

TEL：03-6257-1309 

MAIL：g.sinngatainnfuru.taisaku001@cas.go.jp 


